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避難準備のあかりから体育館（避難所）や ソーラーライトまで  （具体製品のピックアップ）

【平常時導入メリット】 用途に合わせた調光が可能に 明るさと光色を変えて平常時も非常時も快適な環境に

調光調色制御を使えばさらに快適に使わないコートは消灯・調光

家族の安否確認や避難準備をサポートするあかり。
住宅用非常灯を設置する事により、避難準備のためのあかりを確保することができます。

エリア防災照明を安心して採用！
住宅・屋外用非常灯、ソーラーライト

評定マーク

住宅用非常灯及び屋外用非常灯等自主評定情報

有識者・専門家による評定委員会が対象器具を評定することにより
品質水準の確保を致します。この制度は2020年4月よりスタートし
自主評定機器には評定マークを表示します。

住宅用非常灯
評定マーク

ソーラーライト
評定マーク

屋外用非常灯
評定マーク

（一社）日本照明工業会
評定 JIL 5510

（一社）日本照明工業会

屋外用非常灯
評定 JIL 5510

ソーラーライト

JLMA

JIL 5506-2
評定

【防災照明設置後】避難準備のあかりが点灯

パッ
安全に避難するには

1lx
30分間
確保します

住宅用非常灯が点灯します
停電などの非常時には

常時/非常（停電）時、点灯タイプ

非常（停電）時のみ点灯タイプ

安全に避難するには

1lx
30分間
確保します

住宅用非常灯が点灯します
停電などの非常時には

平常時は点灯していません。
電源が入っている時間に充電中！
停電して電源が切れると電池で点灯！

平常時は通常のあかるさで点灯。
電源が入っている時間に充電中！
停電して電源が切れると非常用の LED光源が必要な
あかるさで点灯！ 平常時 停電（非常）時（イメージ）

屋外用非常灯 具体的な製品イメージのご紹介

非常用電源付ソーラーライト ソーラーライト

停電対応 LED道路灯タイプ 停電対応 LED景観照明タイプ

停電対応 LED防犯灯 停電対応 LED保安灯

照明器具１台単位でも操作可能

コート A 100% 点灯 コート C 調光 60%コート B 消灯

平常時 5000K 避難所利用時（夜）2700K

ソーラーライト 具体的な製品イメージのご紹介

住宅用非常灯 具体的な製品イメージのご紹介
非常（停電）時のみ 点灯タイプ［専用形］

常時／非常（停電）両時 点灯タイプ［兼用形］

ダウンライト：天井埋込形 シーリングライト：天井直付形

シーリングライト：天井直付形 ダウンライト：天井埋込形
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電球形LEDランプの判断の基準と配慮事項

「判断の基準」 ； 法第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等であるための基準
「基準値1」 ； 判断の基準において2段階の判断を基準を設定している場合に、当該品目におけるより高い環境性能脳の基準であり、
  調達に際しての支障や供給上の制約等がない限り調達を推進していく基準として示すもの
「基準値2」 ； 判断の基準において2段階の判断の基準を設定している場合に、各機関において調達を行う最低限の基準として示すもの
「配慮事項」 ； 特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項

グリーン購入法
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2025年1月）」より抜粋  （※詳細は環境省ホームページを確認のこと）

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

共通の判断基準　下記のとおり共通の判断基準を設定し、個別の特定調達品目に係る判断の基準と合わせて適用する　(※1、※2、※3)

備考1)　「削減実績量が付されていること」とは(一社)日本鉄鋼連盟作成の「グリーンスチールに関するガイドライン」の手続に従って削減実績量が証書として付されていることをいう。
備考2)　「地球温暖化係数」とは地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度対する比を示す数値をいう。
備考3)　定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO14040及びISO14044)又は、経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリントガイドライ

ン」等に整合して算定したものとする。
備考4)　共通の判断基準について、製造事業者において当該基準値1を満たす製品を製造する時期と同製品が販売される時期に差が生じる事により判断の基準を満たす鉄鋼の使用が困難な場

合はこの限りではない。
備考5)　調達を行う各機関は、環境省及び製造事業者等がウェブサイト等に公表する情報提供を踏まえ、調達を行うこと。

※１　2段階の判断の基準が設定されている品目については、当該品目に係る基準値1を満たす場合、又は共通の判断の基準の基準値1を満たし当該品目に係る基準値2を満たす場合は基準値1
となる。また、共通の判断の基準の基準値1 、当該品目に係る基準値1のいずれも満たさずに当該品目に係る基準値2を満たす場合は基準値2となる。

※２　2段階の判断の基準が設定されていない品目については、共通の判断の基準の基準値1を満たし当該品目に係る判断の基準を満たす場合は基準値1となる。また、共通の判断の基準の基準
値1を満たさずに当該品目に係る判断の基準を満たす場合は適合となる。

※３　なお、個別の品目において当該品目に係る判断の基準(2段階の判断の基準が設定されている場合は基準値2)を満たさない場合は、共通の判断の基準の適合状況によらず適合しない。

原材料に鉄鋼
が使用された

物品

【判断の基準】　基準値 1は当該品目に係る判断の基準を満たし、次の要件を満たす鉄鋼が使用されていること。
① 削減実績量が付されていること
② 原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化
 炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

LED照明器具の判断の基準と配慮事項

①投光器及び防犯灯を除くLED照明器具である場合は、次の要件を満たすこと。
　ア. 基準値1は、固有エネルギー消費効率が表1-1に示された基準を満たすこと、又は、固有エ

ネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たし、かつ、初期照度補正制御、人感センサ制
御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。

　イ. 基準値2は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たすこと。
　ウ. 演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器具

の場合は、平均演色評価数Raが70以上であること。

②投光器及び防犯灯である場合は、次の要件を満たすこと。
　ア. 固有エネルギー消費効率が表2に示された基準を満たすこと。
　イ. 演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。

③LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。

④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエ
ブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】
①初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光
制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。

②製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサ
イクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づ
き二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開
示されていること。

③ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品で
あること。

④分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫が
なされていること。
⑤使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないもの
であること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の
容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムが
あること。

表2 投光器及び防犯灯に係る
 固有エネルギー消費効率の基準値

105lm/W以上

90lm/W以上

80lm/W以上

対象外

昼光色

昼白色

白　色

温白色

電球色

光源色 固有エネルギー消費効率
投光器 防犯灯

表1-2 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率
 の基準値2（投光器及び防犯灯を除く。）

昼光色

昼白色

白　色

温白色

電球色

120
（95）
【130】
85
（80）

lm/W以上

lm/W以上

光源色 固有エネルギー消費効率

表1-1 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率
 の基準値1（投光器及び防犯灯を除く。）

144
（114）
【156】
102
（96）

lm/W以上

lm/W以上

昼光色

昼白色

白　色

温白色

電球色

光源色 固有エネルギー消費効率

【判断の基準】

(　　　 ) ； 器具埋込穴寸法が、300mm以下のダウンライト　　【　　　 】 ； 定格光束11,000lm以上の高天井器具[光源色；昼光色/昼白色/白色のみ]

次のいずれかの要件を満たすこと。
①次の要件を満たすこと。
　ア. 口金の種類がE26、E17又はGX53の場合は、表1に示された光源色の区分ごとの基準を満たす

こと。
　イ. 上記ア以外の場合は、ランプ効率が表2に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。ただし、

ビーム開きが90度未満の反射形タイプの場合は、ランプ効率が50lm/W以上であること。
　ウ. 演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。
　エ. 定格寿命は40,000時間以上であること。ただし、ビーム開きが90度未満の反射形タイプの場合は、

30,000時間以上であること。

②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【判断の基準】

【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地
球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

②ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

表1  E26、E17、又はGX53口金の電球形LEDランプに係る効率の基準値
備考)
次のいずれかに該当する場合は、表2
に示された光源色の区分ごとの基準
を満たすこと。
①電源電圧50V以下のもの
②平均演色評価数Raが90以上の
もの
③調光器対応機能付きのもの

昼光色

昼白色

白　色

温白色

電球色

光源色

110.0lm/W以上

98.6lm/W以上

ランプ効率

表2  E26、E17、又はGX53口金以外の電球形LEDランプに係る効率の基準値
備考)
調光・調色対応の電球形LEDランプ
については、表2の光源色別の区分の
ランプ効率の基準から5lm/Wを差し引
いた値とする。
なお、当該ランプのランプ効率について
は、最大消費電力時における全光束か
ら算出された値とする。

昼光色

昼白色

白　色

温白色

電球色

光源色

80lm/W以上

70lm/W以上

ランプ効率
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分  類 安 全 点 検 項 目
点検結果

処理
手順該当

する
該当

しない

照
明
器
具
本
体・電
源
装
置・部
品

使
用
状
況・環
境

使用期間
1. 10年以上、又は累積点灯時間が30,000時間以上である。 D

2. 15年以上、又は累積点灯時間が40,000時間以上である。 A

使用環境

3. 温度： 照明器具周囲温度が35℃を超えている。 C

4. 雨水： 照明器具に雨水がかかる。 C

5. 湿度： 浴室など照明器具周辺の湿度が85%RHを超えている。 C

6. 粉じん： 精糖工場など粉じんが多い。 C

7. 腐食性ガス： 化学薬品工場、温泉など腐食性ガスが発生する。 C

8. 可燃性ガス： 石油化学工場など可燃性ガスが発生する。 C

9. 風： 軒下など照明器具が風の影響を受ける。（屋外用を除く） C

10. 振動・衝撃：
工場など照明器具が振動の影響を受ける、又はホイストクレーンやボール
が当たる等の衝撃の影響を受ける。

C

11. 油煙・オイルミスト：
鋳造工場、金属加工工場など照明器具が油煙やオイルミストの影響を受
ける。

C

12. 雷害： 雷の影響で消灯、又は点滅したことがある。 D

共
通

灯体

1. 清掃しても汚れが落ちない。 D

2. 点さび（点状のさび）、変色、ふくれ、又はひび割れが見られる。 D

3. 塗装面の塗膜剥離、又は腐食が著しい。 A

4. 取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。 B

5. 照明器具内部に浸水、又は浸水跡がある。 C

6. 灯具に埃が堆積している。 D

取付金具類
7. 変色、さび、変形、破損などがある。 B

8. 照明器具が傾くなど、正常に取り付けられていない。 B

可動部分の
動作

9. 可動部分（開閉箇所、調整箇所など）の動きが悪い。 B

10. 可動部分にさびが発生している。 B

電線
11. 硬化、又は変色が見られる。 A

12. ひび割れ、又は心線露出が見られる。 A

カバー

13. 変形、又は変色が見られる。 B

14. 破損、又はひび割れが見られる。 B

15. カバーへの汚れ付着により光透過率が低下している。 D

端子台

16.  接触（端子）部分に変色、又はさびがある｡ B

17. 接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。 A

18. 外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。 A

スイッチ類 19. 誤動作したり、スイッチを入れても点灯しないものがある。 B

ねじ類
20. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。 B

21. ねじにゆるみがある。 D

安全チェックシート（施設用LED照明器具） 1/2

● �3年に1度、専門家による安全チェックシート（詳細版）による点検を受けてください。（HID照明器具に相当するLED照明器具も含む）
● 点検結果の（該当する）の欄に✓印がある場合は、処理手順に従ってください。
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分  類 安 全 点 検 項 目
点検結果

処理
手順該当

する
該当

しない

照
明
器
具
本
体・電
源
装
置・部
品

共
通

パッキン
ブッシング
張力止め
ランプサポート

22. 変色、硬化、ひび割れ、又は破損している。 B

電気的特性
23. 分岐回路の絶縁抵抗が0.2Ω未満（150V超過）、又は0.1MΩ未満（150V以下)である｡ B

24. 照明器具単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。 A

その他

25. こげくさい臭いがする。 A

26. 発煙の跡がある。 A

27. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。 C

光
源
近
傍

ソケット及び
コネクタ

（交換形の場合）

1. 接触（端子）部分に変色、又はさびがある｡ B

2. 接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。 A

3. 外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。 A

4. 接続部ソケットの接触子、ばねなどが劣化している、又は可動部の動きが悪い。 B

5. ランプの固定が悪く、ぐらついている。 B

発光部、又は
ランプ

1. 発光部周辺にほこりやごみがある。 A

2. 発光部の一部、又は全体の色味が変化している。 D

3. 発光部の一部、又は全体が暗い。 D

4. 発光部の一部、又は全体がちらついている。 D

5.  短時間で点灯不能となる。（点灯寿命が短い) B

6. 発光部を交換しても正常に点灯しないものがある｡ B

7. 発光部を交換しても点灯するまでに時間が長くかかるものがある。 D

8. 発光部を交換しても他のランプより極端に暗いものがある｡ D

9. 指定外のランプを使用している。 B

10. ランプの本体、又はグローブに変色、変形、ひび割れがある。 B

制
御
装
置

ケース

1. 熱による変色が見られる。 B

2. さびの発生が見られる。 B

3. 内部の充填物などが流出している。 B

4. 変形、又は破損が見られる。 A

口出し線
5. 硬化、又は変色が見られる。 B

6. ひび割れ、又は心線露出が見られる。 B

電気的特性 7. LED電源装置単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。 B

光
電
式
自
動
点
滅
器

使用期間
1. 4年以上使用している。（1P形（一般形）） B

2. 8年以上使用している。（1L形､2形、3形） B

状態、動作

3. 透光性カバーなど、表面に異常発熱、焼けた形跡、クラック、又は変形がある。 A

4. 昼間に点灯している、又は夜間若しくは遮光袋で覆っても点灯しない。 B

5. 内部に浸水した形跡がある。 A

6. 口出し線に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。 A

7.  取付姿勢が正常でない。 C

安全チェックシート（施設用LED照明器具）2/2 点検結果に対する処理手順(具体的処理)

処理手順 具体的処理 該当する個数

A 照明器具の劣化がすすみ、危険な状態になっています。
事故防止のため直ちに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。 （　　　 ）個

B 部品の一部の劣化がすすみ、危険な状態になっています。
部品交換をしてください。（複数個ある場合は、新しい照明器具への取り替えをお勧めします） （　　　 ）個

C 照明器具が使用環境に適しておらず、危険な状態になっています。
事故防止のため使用を中止し、使用環境に適した照明器具にお取り替えください。 （　　　 ）個

D 照明器具の劣化がすすみ、危険な状態に至る可能性があります。
今後は1年に1度、安全チェックシート（詳細版）による点検を実施してください。 （　　　 ）個

点検の記録

点検場所

名称

温度 ℃ 電源電圧 Ｖ

湿度 ％ＲＨ 点灯時間 時間／日

点検対象器具

器具形式
台数 台安定器又は

電源装置の形式

設置年月日 年　　　月　　　日 使用期間 年　　　　か月

点検メモ

点検年月日 年　　　月　　　日

点検担当者

照明器具の適正交換の目安は、10年以上又は累積点灯時間30,000時間(約10年:1日10時間、1年に300日点灯とする)以上としています。
照明器具に使用している電気絶縁材料は、累積点灯時間が30,000時間から摩耗故障期に入る事がJIS C 8105-1:2021(照明器具-第1部：
安全性要求事項通則-解説)に示されてます(下図参照)。
この時期以降は交換が推奨されるため、10年を適正交換時期の目安として採用しています。
以上より、使用期間が10年又は、累積点灯時間30,000時間を超えた器具は、1年に1度、安全チェックシートによる点検を実施してください。
電源電圧、周囲温度などの使用条件により適正交換時期の目安は短くなることがあります。

0 5 10 15

累積点灯時間（万時間）

累
積
故
障
率  

（%）

累積点灯年数（10時間/日、年間3,000時間点灯）
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● �3年に1度、専門家による安全チェックシート（詳細版）による点検を受けてください。（HID照明器具に相当するLED照明器具も含む）
● 点検結果の（該当する）の欄に✓印がある場合は、処理手順に従ってください。
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この他にも様々な
コンテンツが盛りだくさん！

［ 照明器具リニューアルのおすすめ ］
2025

最新のLED照明器具
にすると

LED照明ナビでは
LED照明器具についてのお得な情報が満載！
ぜひご利用ください！

安全・安心
省エネを実現しながら

快適な空間を演出できます！

もっと

お部屋別LED照明お取り替えガイド

あかりに関する単語を解説

サーカディアンリズムとLED照明

LEDの特長と照明の歴史をご紹介

LEDだからできること

LED照明＋快適な機能で生活に彩りを

照明器具には寿命があります

お料理や顔色を自然な色に見せるLED照明

LED景観照明の事例

LED照明＋便利な機能で生活をスマートに

電球形LEDランプの選び方

LED照明器具の適用畳数について

まるごと照明器具をLED化

岩崎電気株式会社　 株式会社遠藤照明　 オーデリック株式会社　 コイズミ照明株式会社　 
株式会社GSユアサライティングサービス　 東芝ライテック株式会社　 パナソニック株式会社　 
日立グローバルライフソリューションズ株式会社　 株式会社ホタルクス　 三菱電機照明株式会社

企画・制作：施設リニューアル小委員会

LED照明には、
メリットが
いっぱい !

蛍光ランプがなくなる前に
LED照明器具に交換！

電球形蛍光ランプ コンパクト形蛍光ランプ 環形等
その他の蛍光ランプ

直管蛍光ランプ

2028年1月1日以降、
すべての
一般照明用蛍光ランプの

製造・輸出入が禁止！
〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル8F　 電話：（03）6803-0501（代）　FAX：（03）6803-0064

https://www.jlma.or.jp/

JLMAP2024b
2025年8月

LIGHTING ACTION for 2030 Lighting5.0が描く
次世代照明

照明業界は、未来を照らす新たなビジョンへ、アクションで加速します。

Society 5.0  （ソサエティ5.0）  の社会に対応

健康・安全・快適・便利な高付加価値な照明
https://www.jlma.or.jp/sp/lighting_action_2030/https://www.jlma.or.jp/sp/lighting_action_2030/

https://www.jlma.or.jp/sp/lighting_action_2030/
https://www.jlma.or.jp/led-navi/index.htm

